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横浜市建築局建築情報課 

 

 

 ｢建築基準法第４３条第１項ただし書の規定による許可基準｣等の 

一部改正について 

 

１ 改正の趣旨                             

横浜市では、東日本大震災による市民の防災意識の高まりを受け、一層の防災・減災に向けた取組みを 

強化するため、老朽建築物の建替えによる不燃化の促進、災害時の避難や消火・救助活動に有効な空地の 

確保等を目的に、「特定行政庁として交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる条件」 

（許可基準）を見直しました。あわせて、平成 11 年の制度施行から 15 年間の許可実績等を踏まえ、基準 

を再編し、手続の一部簡素化（建築審査会包括同意基準の対象の拡大）及びその他所要の改正を行いました。 

 

２ 改正のポイント                           

(1) 建築審査会包括同意基準※１の対象の拡大による手続きを一部簡素化 

(2) 「既存建築物を建て替える場合」と「敷地分割や新規土地利用を行う場合」の要件の見直し 

(3) 道の幅員などに応じた建築可能な建築物の用途の見直し 

(4) その他所要の改正（基準の明確化、他基準その他法令との整合、文言修正等） 

 

※１ 建築審査会包括同意基準とは…  許可事務の迅速化を図るため、建築審査会において事前に同意を得た基準 
   のことです。包括同意基準に適合しない場合は、許可の可否について個別審査の上、個別に建築審査会に諮 

り、同意を求めることになります。 
 

３ 改正した基準                            

【改正】 

建築審査会包括同意基準１      建築審査会包括同意基準２  

 建築審査会包括同意基準３－３    建築審査会個別提案基準３－４ 

 建築審査会個別提案基準３－５    建築審査会包括同意基準４－Ａ 

【新設】 

 建築審査会包括同意基準３－３の２  建築審査会個別提案基準３－４の２ 

【廃止】 

 建築審査会個別提案基準４ 

 

上記の許可基準の改正に伴い、「建築基準法第４３条第１項ただし書の規定による許可 ご案内」も改正しています。 

 

 

 

 

◎ 改正の詳細については、「建築基準法第４３条第１項ただし書の規定による許可基準 新旧対照表」

及び「建築基準法第４３条第１項ただし書の規定による許可 ご案内」をご確認ください。 
 

許可基準等の改正に関する資料は、横浜市ホームページでもご覧になれます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/kijun/43/ 
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